
国交 太郎（所得税控除・固定資産税減額をうける方の氏名）
東京都千代田区霞が関０-０-０

東京都千代田区霞が関０-０-０ 1001番1

令和X年 ○月×日

P1 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

登記簿に記載された家屋番号・所在地を
記入してください

こちらの欄は記入不要です。
＞P9以降へ進んでください。



P9 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

CD5687YY

AB1234XX

低炭素住宅の認定があるときのみ記載
します。ない場合、記載しません。

同じ内容の工事を重複計上できません。複数の項
目に当てはまる工事があるときは、どれか１つの

選択としてください。

行った工事が、該当するものにすべて をいれてください。
（必要に応じて地域区分や、型式を記載してください。）



P10 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

リフォーム促進税制の各メニュー（耐震、省エネ、バリアフリー、同居、
子育て対応、⾧期優良住宅化）と、あわせて第1号～6号工事を行った場
合のみ記入してください。（該当ない場合は空欄で可）

同じ内容の工事を、複数の区分に重複して計上できません。複数の項目
に該当する工事があるときは、いずれか１つを選択してください。



１：一般断熱改修等
窓の断熱改修（サッシ・ガラスの交換）
床の断熱改修（１階部分、改修した面積：40㎡）
潜熱回収型給湯器の設置 １台
高効率エアコンディショナーの設置 １台

３：その他増改築等
第3号工事
・浴室の床および壁の全面改修（ユニットバス設置）
・調理室の床および壁の全面改修、
それに伴う換気扇、ビルトインキッチンの交換・設置

P13 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

行った工事の内容・箇所・数量を明記し、
対象工事であるとわかるように記載してください。



P13 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

1,128,100

250,000
878,100

実際にかかった費用ではなく、改修工事の内容ごとに決められてい
る標準的な工事費用額を、算出単位に基づいて計算し、記入してく
ださい。

878,100

省エネ改修の対象工事に交付された
補助金額を書きます

交付された補助金の額（交付決定通知等に記載された、交付が確定した
額）を記入してください。

減税申請者名義の補助金に限らず、
・当該工事を実施した事業者名義で交付される補助金（省エネ改修の場合、
国の住宅省エネキャンペーンの補助事業など）
・地方自治体から交付される耐震改修助成金（耐震改修の場合）、バリア
フリー改修への補助金（バリアフリー改修の場合）
・介護保険給付による住宅改修への給付金（バリアフリー改修の場合）

など、対象のリフォーム工事に対して交付されている補助金、給付金はす
べて計上します。



P16 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

2,500,000

100,000

前のページまでの金額を参考に、転記・計算してください。

878,100
878,100

878,100
878,100

2,400,000
878,100
9,121,900
878,100

0

0

リフォーム促進税制の各メニュー（耐震、省エネ、バリアフリー、同居、
子育て対応、⾧期優良住宅化）と、あわせて第1号～6号工事を行った場
合のみ記入してください。（該当ない場合は空欄で可）

同じ内容の工事を、複数の区分に重複して計上できません。複数の項目
に該当する工事があるときは、いずれか１つを選択してください。



P20 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

CD5687YY

AB1234XX

・窓の断熱改修（サッシ・ガラスの交換、単位：40㎡）
・床の断熱改修（１階部分、面積：40㎡）
・潜熱回収型給湯器の設置 １台
・高効率エアコンディショナーの設置 １台

対象工事であることがわかるよう、具体的に記入します。

窓の工事がない場合、
減税適用対象外です。



P21  リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

3,900,000

1,200,000

150,000

200,000

100,000

交付された補助金の額（交付決定通知等に記載された、交
付が確定した額）を記入してください。

省エネ改修以外の工事も含む、
リフォーム費用すべてを記載します。

100,000

1,050,000

実際にかかった費用（税込）を記入します。

（上記の金額は、あくまでも例示です。）

省エネ改修に実際にかかった費用だけを書きます。
養生や足場設置、設備の仮設費用など、改修に必然的に
かかった諸経費も含めて差し支えありません。

←←窓、壁、床、天井等
の断熱改修に交付され
た補助金額

←←省エネ設備設置工事
に交付された補助金額



証明 家子

東京都

東京都中央区 0-00-000

令和X ○ ×

P22 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

株式会社 証明建築士事務所

一級建築士事務所

○○年 ○月×日
99-9999

印鑑は、認印でもかまいません

一級建築士
00000

証明書を作成した日です



P23 リフォーム促進税制＞省エネ改修・その他増改築をした場合

建築士事務所に属する建築士の方が証明
する場合は、本ページは記入不要です。


